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 は じ め に 

 

 

 日ごろは弊社の商品・サービスにつきまして、大変お世話に

なり誠にありがとうございます。また、本日はこのような機会

を頂戴し本当に感謝しております。 

 

 最初に簡単に自己紹介をさせて頂きます。 

 私は2001年～2002年の２年間、ちょうど安田火災の最後の年と合併後の損保ジャパンの１年

目に富山支店長としてお世話になりました。私の心の中では、富山は第２のふるさとだと思っ

ております。 

 現在、人事部で13年目を迎えました。人事部には55歳で着任し、その前までは、営業部門・

営業推進部門を経験しており、現場出身の男でございます。そういう意味で、自分の中ではず

っと現場の血が流れていると、今でも思っております。 

 人事部で60歳定年までグループリーダーを務め、その後、引き続き再雇用で５年間勤務、昨

年３月末65歳で再雇用満了になりました。そして、続いて昨年度からトライアルで始めた再雇

用の延長制度の適用を受け、本年度再雇用延長制度の２年目を迎えております。70歳までの１

年更新で、いつまでいるかわかりませんが、できる限り後輩のために、会社のために、そして

社会のために少しでもお役に立ちたい、そんな思いで毎日働いております。 

 

 本日は、非常に盛りだくさんの内容ですので、ポイントを突いてお話しさせていただきます。

過去に経営の一旦を担ったこともありますが、今は人事部所属ですので、時には人事部視点、

時には社員視点の話もあるかもしれません。その点はご容赦いただきたいと思っております。 

 会社の概要からスタート、途中、人生100年時代のテーマでテレビ東京の取材を受けました時

のＤＶＤ録画がありますので、ほかの会社２社と一緒にご紹介させていただきます。そして、

中高年活躍からダイバーシティ、働き方改革の順で進めさせていただきたいと思います。 
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（１）ＳＯＭＰＯホールディングスの概要 

 まず、グループの紹介をさせていただきます。損保、生保、介護事業、そして海外事業と、

四輪駆動体制でグループは進んでおります。 

 経営理念は、「安心・安全・健康に資する最高品質のサービスをご提供し、社会に貢献します」

です。キーワードは「安心・安全・健康」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）損害保険ジャパン日本興亜株式会社の概要 

 損保ジャパン日本興亜は、約2万6,000人の社員がおりまして、特徴的なのは女性が61％、６

割を超えております。従いまして、女性の活躍推進が会社の成長を支える重要な経営戦略にな

っています。 

 

（３）グループの沿革 

 金融機関の合併が数多くありましたが、私どもは2014年９月１日に損保ジャパンと日本興亜

損保が合併し、損保ジャパン日本興亜がスタートいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ 会社概要、グループの沿革 
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（１）『Diversity for Growth』 

 

 本日お話するテーマは、『Diversity for Growth』の実現に向けて～「多様な人材」の活躍と

「両立支援」「働き方改革」の取り組み～ の概要は、ほぼこの１枚に集約されています。 

 『Diversity for Growth』は、弊社の大事な経営戦略の１つであるダイバーシティ推進のス

ローガンです。画面の左側に「多様な人材」、右側に「多様な環境」があり、両者が掛け算にな

っていますので、どちらかがゼロですと答えはゼロになってしまいます。要は、多様な人材の

強みを発揮しながら多様な環境を築き上げていこう、環境をつくっていこうということです。 

 「多様な人材」については、女性活躍からグローバル人材活躍、中高年活躍、障害者活躍、

ＬＧＢＴ支援の５本柱を取り組んでおります。一方、「多様な環境」のところは、「両立支援」

そして社内では「ワークスタイルイノベーション」と呼んでいますが、いわゆる「働き方改革」

の２つの柱がございます。 

 多様な人材を生かしながら、多様な環境、働きやすい職場を提供する、そういう会社にして

いこうということで現在取り組んでおります。 

 

（２）人手不足対応事例集 

 全国の中小企業の事例については、経産省、厚労省が作成されている「働き方改革ハンドブ

ック」がございます。その「ハンドブック」の中にある人手不足対応事例集には、女性活躍や

高齢者、それから外国人、その他もろもろの色々な経営課題について、108社156事例が掲載さ

れています。一番多い事例は女性について、その次がその他、次が高齢者ということで、やは

Ⅱ 『Diversity for Growth』の実現に向けて 
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り女性や高齢者の活躍、あるいは採用、こういうところに課題があるんだなと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）人生100年時代！ 私たちはどう生きるべきか 

 さて、今、毎日のように新聞紙上などでも「人生100年時代」が取り上げられていますが、「人

生100年時代」について、弊社の紹介も兼ねながら、昨年７月にテレビ放映されました番組の一

部をまずはご覧いただきます。 

 弊社が、先ほど申し上げました70歳までの再雇用延長制度をスタートさせたということ、実

際に再雇用で働いている職員も取材を受けております。また、研修の場面なども紹介されてい

ますので、ご覧いただきたいと思います。さらに、岐阜県にある加藤製作所さん、足立区にあ

る横引シャッターさんも出演されております。ご高齢の方が元気に働いている姿もご覧いただ

きたいと思います。 

 〔ＤＶＤ上映〕 
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（４）「人生100年時代」＆「ＶＵＣＡの時代」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この資料は社内研修でも実際に使っているもので、これからの大きな環境変化をどう捉えた

らいいのかということを、私なりに１枚で整理したものです。 

 １つは「人生100年時代」。まさに働くことが中心になる時代、つまり仕事をする期間が長く

なるという時代がまず間違いなく来ること、そして教育―仕事―引退という１サイクルではな

く、引退する前にもう一度別の仕事をするとか、あるいは学び直すとかという「マルチサイク

ル」の時代になるだろうということです。 

 もう１つは「ＶＵＣＡの時代」。これは、「Volatility（変動性）」「Uncertainty（不確実性）」

「Complexity（複雑性）」「Ambiguity（曖昧性）」の略語です。ＶＵＣＡ（ブーカ）と言ってお

りますが、何が起こるかわからない時代が来るだろう。長寿化、技術革新、グローバル化、そ

ういう時代が来ている。そこで、大きな変化があるのだけれども、その変化にどういうふうに

企業として対応していくのか、そして社員はどう対応したらいいのかということが課題になる

かと思います。 

 一番下に「企業文化・価値基準の変革」と書いてあります。弊社は、これからの環境変化に

スピーディーに対応するために、本年度「企業文化と価値基準の変革」を掲げ、スタートしま

した。そしてその戦略を「人材育成」と「収益拡大」の２つに絞り込んでいます。 

 一方、社員はどうあるべきなのかということについて、１つ目は「変化対応力」、 Adaptability

－適応力－です。変化に対応する力をつけなければいけないということで、強みの発揮が大事

なのではないか、強みを発揮するにはどうしたらいいかということです。そのためには、自分

の強みを発見することが大切で、私も幾つか研修の中でワークもやっております。 

 もう１つは、大きな変化が来てもぶれないように自分の軸、つまり「自分の価値観」をしっ

かりと持っていこうと、まさに「自分らしさ」、いわゆる Identity を自分なりにどう生かして

いくかということです。 

 つまり、「変化対応力」を身につけ、「自分の価値観」を明確に理解して、自分で考え、自分

で決めて、そして行動するという自律したキャリアをつくっていこうということです。 

 大きな環境変化を迎えても、「キャリア自律」と「会社の変革」によって、社員が成長すれば、

企業の持続的成長につながるということを表した図でございます。 
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 人生100年時代ということで、まず

は中高年層の活躍推進からお話しさ

せていただきます。多様な人材の１

つである中高年層の活躍は非常に大

切で、取り組みのポイントは３つで

す。 

 まず、経営のメッセージである、そ

して社員にとってはキャリア開発を

支える柱である「人事制度」を社員が

きちんと理解することです。そのた

めには、会社として、人事部として

「“知る”“知らせる”」仕組みをきちんと作ることが非常に重要です。社員は本当に人事制度を

正しく理解しているのでしょうか？ 

 ２つ目は、「居場所を“創る”」と書いてありますけれども、簡単に言うと働く場所、つまり

社内あるいは社外の活躍の場を会社が提供する、また社員自らも探索して自分で居場所を創る

ことです。 

 ３つ目は研修ですが、研修といっても会社主導型の研修だけではなくて、自己研鑽も必要に

なってきますので、「自ら“学ぶ”“気づく”」ことにも取り組まなければなりません。 

 この３本柱で中高年層の活躍推進を、展開しております。 

 

 

Ⅲ－１ 人事制度（中高年者） 

 まず、人事制度について、１番目が社外の制度、２番目が社内の制度です。 

 

（１）社外転籍制度 

 社外への転籍制度は、主に代理店

や取引先への紹介が中心ですけれど

も、弊社で20年以上働いた社員が転

籍を希望する場合、「会社が開拓した

ポスト」を斡旋するケースと、昨年度

からスタートした自分で行きたいと

ころを探してきて、会社が推薦する

という「自己開拓ポスト」の、２つの

制度を設けております。 

 そのためにも、毎年度作成するマ

Ⅲ 中高年活躍推進 ～全体像～ 
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イチャレンジシートと呼んでいる、自己申告書に転籍への関心があるかないかについて必ず答

えてもらい、「あり」の社員については、人事部としては斡旋情報を提供し、本人同意のもとで

転籍の話を進めていくケースがあります。注意することは、希望する社員が社外転籍制度を正

しく理解したうえで、いわゆるマッチングをきちっとやらなければならないということです。 

 

（２）再雇用制度 

弊社の定年は満60歳年度末、定年以降は満65歳まで１年更新の再雇用制度を適用しています。 

希望すれば、全員が再雇用の対象となりますが、定年前の一定期間の評価結果により、月給制

か時給制に分かれます。 

また、再雇用後も現役と同じく、仕事目標をきちんと決め評価結果によって、年収は毎年増

減があります。この点は厳しいですが、私もそうですけれども、再雇用後60歳以降の社員がモ

チベーションを高く持って働けるかどうかというのは結構大事なところだと思います。そうい

う意味で評価はきちんと、信賞必罰と言うんでしょうか、プラス・マイナスをはっきりとさせ

て働くというところをきちんと打ち出していると思います。 

また、来年の通常国会では、70歳までの雇用が提案されるという話も新聞紙上に出ています

が、弊社も昨年度より66歳以降の「再雇用延長制度」を一定評価者のみ会社指名制で、70歳ま

での１年更新でスタートしました。70歳まで元気で働ける制度を作っていこうという会社の考

え方で、私自身も本年度、この延長制度の２年目を迎えました。 

 加えて、弊社は本年度から60歳以降の再雇用者の「短日・短時間勤務」がスタートしました。

昨年度までは、再雇用者は週５日、９時～５時のみでした。私もその９時～５時、週５日で働

いていましたが、ダイバーシティの観点からも多様な働き方が必要ではないかとの意見が反映

され、本年度から週３日、４日の「短日勤務」と、さらに「短時間勤務」９時～５時の実質７

時間勤務に加えて、６時間、あるいは５時間勤務も選択できる「短日・短時間勤務」を導入い

たしました。 

 さらに、同時に本年度から、60歳以降の再雇用者に対して、会社へ届け出をして承認をもら

う応募承認方式で副業も解禁いたしました。私も非常勤ですけれども、一般社団法人の顧問と

して現在副業しております。 

 

 

Ⅲ－２ 職務開発（社内） 

 ２つ目は居場所を創る、いわゆる「職務開発」です。 

 

（１）活躍フィールドの拡大 

 活躍フィールドの拡大についても、特に中高年齢者の経験とスキルをもっといかさなければ

いけないということで、まだまだ足りないのですけれども、社内および社外（含む出向）で中

高年者が活躍できるポスト、役割使命が発揮できるポストをどんどんつくっております。 
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（２）ジョブ・チャレンジ制度 

 ポストは会社が創る、でも自分は

ぜひこういうところで働きたいとい

うのはあっても、なかなかイメージ

が湧かないということで、社内の公

募制度を若年層だけでなく、中高年

層や再雇用者向けにもポストを追加

しました。今、自己選択型の社内公募

制度は400ポストぐらいありますが、

そのうち再雇用者が40ポストぐらい

です。もちろん、すべては実現してい

ませんが、どんどんポストを追加していかなければいけないと思っております。 

 また、社外の職務開発は、先ほどご説明しました「社外への転籍制度」で補っていきます。

毎年100名～150名ぐらいの方が社外に転籍されています。定年を待たずに、社外で活躍できる

制度を用意しています。 

 

 

Ⅲ－３ 研修 

(1) ワーク・ライフデザイン研修 

 ワーク・ライフデザイン研修は、

実は昨日まで私がやってきた研修で

す。後ほどご説明します。 

(2) キャリア開発Ｇ50 

 昨年度から50歳代前半の全員指名

型の研修を始めました。肩たたきで

もなく、たそがれでもなく、これか

らどうやってセカンドキャリアを築

いていくか、自分で進路、働き方を

決めていこう、会社はそれを応援す

るという内容の１日コースの研修です。 

(3) 両立支援セミナー 

 ３番目は、介護の問題、健康の問題、まさに仕事と健康あるいは介護との両立をどのように

していくのかということを早めにきちんと考えてもらおうと、「両立支援セミナー」を全国で 

開催しております。 

(4) 能力開発支援 

 ４つ目は能力開発支援です。会社側の階層別、リーダー教育、女性活躍等々の研修。それか

ら、ＳＯＭＰＯユニバーシティやビジネスアカデミーなど様々な機会を社員に提供し、社員は

自己選択で学んでいくという２つの仕組みになっています。 
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（１）ワーク・ライフデザイン研修 

 ① 全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ワーク・ライフデザイン研修とは、損害保険会社ですので、簡単に申し上げると、お金と生

きがいと健康、これに介護を加えた４つのリスクマネジメントをきちんとしていくことが大切

というコンセプトでやっております。男女問わず35歳～60歳の社員を対象に、希望者応募方式

で、年齢を３グループに分けて開催しています。 

 60歳の定年前、あるいは50歳代になったら考えるのではなく、若いうちから自分の課題を考

える癖をつけてもらう。そして、一定の年齢になったときには、次のステップに行くためにど

うしていくかという自分のプランをつくってもらう、いわゆる自分のワーク＆ライフのトータ

ルな「マイプラン」を作ってもらうというのが研修の全体像です。 

 

 ② プログラム・概要 

 プログラムの概要は細かくは

ご説明しませんが、2,000万円問

題ではないですが、自分の年金

が幾らになるのか、あるいは退

職金が幾らもらえるのか、一例

ですが、概算でもいいから把握

できることによって、社員は不

安を少しでも解消できます。研

修では、ワーク・ショップによる

気づきや具体的な情報提供を大

切にしています。 

 研修のゴールでは、自分はこれから何をやるかという「マイプラン宣言」をしてもらうよう

にしており、自律した人生をどんどん展開してもらおうと考えております。 
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 ③ 特徴 

 ワーク・ライフデザイン研修の特

徴は、役職は問いません。役職を問

わずに、35歳～44歳で１グループ、

45歳～54歳で１グループ、55歳～60

歳で１グループ、このような３グル

ープに分けてやっております。期間

は２泊３日ですが、時短勤務者、あ

るいは介護、育児を抱えているよう

な方など、宿泊することが難しい社

員を対象に、日帰り研修もやってお

ります。 

 また、個別の相談は研修の中だけでなく、昨年10月に「ワーク・ライフ応援デスク」を開設

し、研修後に全社員誰でも、電話・メール・面談で相談できる仕組みをつくっております。 

 

（２）キャリア開発への支援・応援 

 ① キャリア開発Ｇ50 

 先ほどご説明した50代前半の研修「キャリア開発Ｇ50」は、図の左側です。これは昨年12月

から始めた、働くことを中心に考えてもらう研修です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② ワーク・ライフ応援デスク 

 右側の「ワーク・ライフ応援デスク」は、育児、介護、健康、セカンドキャリア、復職、現

在はこの５つのテーマに絞って、ワンストップで問題解決していくという狙いで昨年10月に開

設しました。 

 厚労省は２年前から、自律的キャリアを形成・促進するために「セルフ・キャリアドック」
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を推進しています。法律改正により企業の努力義務にもなっております。 

 「ワーク・ライフ応援デスク」は、前述

のワーク・ライフデザイン研修でも出張デ

スクなど出前の働き方が奏功し、徐々にで

すが相談者も増えています。育児、介護に

ついては特に女性が多く、セカンドキャリ

アは男性が多いという特徴になっていま

す。 

 この応援デスクを設立した背景は、社員

一人ひとり、ライフステージごとに課題や

悩みがありますが、結局最後は全て個別の

課題。社員を幸せにするためにこの個別課題をどういうふうに解決したらいいか、会社はどの

ように応援したらいいかという趣旨でつくりました。 

 「ワーク・ライフ応援パーク」と名付けて運営しています。女性が多い会社なので公園をイ

メージした画面をクリックすると全てわかります。例えば「介護」をクリックしますと、介護

のことがわかります。あちこちを宝探ししなくても「ワンクリック」でわかるので、この時点

で全て解決できる社員もいます。大体6カ月で3,000件以上のアクセスがあります。まだまだ少

ないですけれども、これで解決している人もいますし、さらに相談に来る方もいます。知りた

い制度をすぐに見に行ける、見にいったら短時間で理解できる、そしてわからなければさらに

相談できる、そういう「ワンストップ」の運営を心がけています。 
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大きな流れとして、弊社は2003年から働きやすさ、両立支援制度の拡充に取り組み、2010年

に女性活躍で働きがい、2015年からワークスタイルイノベーション、いわゆる働き方改革に取

り組んでいます。以下、この歴史に沿って少しずつご説明したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－１ 両立支援制度の拡充 ～働きやすさ～ 

 まず、両立支援制度は、働きやすい環境をつくっていかなければいけないという思いで、2003

年に、国内では大手金融機関で初めて女性活躍推進の専門部署「女性いきいき推進グループ」

をつくりました。仕事と生活の両立支援に向けた制度を構築しようと、「ダイバーシティ＆イン

クルージョン」がスタートしました。 

 両立支援制度の中身をいくつかご紹介し

ますと、「キャリアトランスファー」制度と

いうのは、例えば結婚して退職しなければ

いけない、しかし、仕事はしたい。あるいは、

配偶者が転勤になってしまって自分もつい

ていかないといけないといったときに、自

分の所属部署を異動できる仕組み、これを

キャリアトランスファーと言っておりま

す。 

 また、産前産後休暇も通常は６週間ですけれども、私どもは８週間にしておりますし、育児

休業や介護休業も、年数、月数としては結構手厚い日数になっているかと思います。 

 こういう両立支援をきちんと制度として拡充していくことで、働きやすい職場、働きやすい

会社にしていこうというのが最初のスタートです。産休、育休、時短勤務者は、2002年ないし

は2004年から見ますと、制度の利用者は相当数増えています。 

Ⅳ ダイバーシティ推進のあゆみ 
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 その結果、全社員の構成も当初は男性のほうが多かったのですが、今は女性が６割になりま

した。女性の平均年齢も10歳ほど上がっております。勤続年数も約２倍になりました。 

 介護については、例えば、離れている親御さんで特におひとり住まいなどですと、救急車が

来ても血液型がわからない、主治医もわからないとなると、救急隊の勝負は５分間と言われる

中で、それらのデータを事前に準備して、目につく場所に張っておくのはどうかということで、

ご本人の基本情報が書ける「パーソナルデータシート」を提供しています。ただ、これは家族

が元気なうちでないと聞けないので、そういう準備をしておく必要があるのではないかという

ことを研修で、両立支援という意味でも

話をしております。 

 介護制度はいろいろありますが、介護

休業や介護休暇だけでなく、後ほどご紹

介しますテレワークやシフト勤務、これ

とうまく組み合わせることが必要ではな

いかと、社内用の介護制度のチラシには、

テレワークやシフト勤務についても入れ

て、活用に向けてＰＲしているところで

ございます。 

 

Ⅳ－２ 職域拡大・意思決定層の女性を増やす ～働きがい～ 

 次は、働きがいです。職域の拡大や意思決定層、まさに管理職の女性を増やしていこうとい

うのが、2010年からスタートしております。それまでのコース別の人事制度を2010年に廃止し

ました。また、メンター制度を取り入れるなど、女性社員の育成強化を図ってきております。 

 

（１）コース別人事制度の廃止 

 まず、コース別人事制度。簡単に言いますと、もう男性も女性も仕事は一緒、転居・転勤が

あるかないか、それだけの違いです。全国転勤がある社員をグローバル（全国型）、転居・転勤

のない社員をエリア（地域型）と言っています。 

 過去、いわゆる転居・転勤のない社員は、処遇や役割、役職は上限がありましたけれども、

それも全部取り払いました。そうしないと、管理職も輩出できないということで、人事制度を

一本化したのがまず１つ目です。 

 

（２）女性社員の育成・意識改革 

 それから、女性向けの研修をかなり充実させ、「キャリアアップ研修」から「プレ女性経営塾」、

「女性経営塾」などをつくりました。さらに、経営層に関与してもらうということで、例えば

メンター制度、役員や部店長がメンターを担って女性にアドバイスしていくという制度をつく

りました。経営塾プログラムには、人事担当役員などの講話も入れております。 

 2017年度からさらに女性の経営プログラムとして、女性リーダー塾や、実はもう少し若い層

にも入れていかなければいけないんじゃないかということで、「みらい塾28」という名称で、28
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歳の女性全員に指名式でやっておりま

す。女性は男性に比べてライフイベント

も多く、仕事とプライベートの両立につ

いて考え始める28歳のタイミングで、学

びの場を提供しています。実は28歳前後

の女性の対象者は非常に多いんです。こ

れも人事課題としてありまして、そのた

めには、30歳手前ぐらいのところで、仕事

をしてちょうど６年目ぐらい、仕事も覚

えてほぼ一人前になってきて、さあ、これ

からというところに、結婚したりお子さんが産まれたりと、ワークもライフもどうするかとい

う課題が結構出てきます。これをきちんとみんなで話し合いながら、共有しながら進めていく

「みらい塾」を始めました。女性同士、同じ年代が集まって色々な悩み事、課題を共有すると

いうのは非常に大切なことなんだなと感じております。 

 もう１つ、残念ながらまだロールモデルが少ないというのが女性活躍での嘆きとして出てく

るのですけれども、全国の女性で活躍している人に対してインタビューをして、それを動画で

全国に流しております。 

 何となく本社主導で進めていますけれども、そうではなくて、地域に根差した女性活躍の活

動、つまり地域とともに活動していく、女性活躍を推進していくことが大切だと思います。 

弊社は、富山県でも男女共同参画の連携協定をさせていただいて、女性活躍をはじめとして、

色々な場面で連携しながら交流の場を深めておりますので、これからもよろしくお願いいたし

ます。 

 

（３）チャレンジ・経験機会の提供 

 働きがいという意味では、さらに制度

をきちんと充実させなければいけない

と、「ジョブ・チャレンジ制度」、「ジョブ

交流制度」、「ジョブ支援制度」を準備しま

した。キャリアアップ・専門性強化を目指

す「ジョブ・チャレンジ制度」、地区と本

社を行き来する「ジョブ交流制度」、そし

て地区の中でお互いに職場を支援してい

くという「ジョブ支援制度」、このような

制度もつくり、推進しております。 

 さて、女性の管理職比率ですが、取り組み当初は10％でしたが、2018年度末で16.9％になっ

ております。2020年度末には30％を目標に、現在鋭意取り組んでいます。今までの取り組み方

法については、３段階あるかと思います。 

 まず１つは、固有名詞、バイネームです。部店単位で候補者を挙げ、その候補者に対して、
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人事異動や戦略的配置をしながら、あるいはいろんな制度を使いながら活用の機会を与えて、

そして３つ目として、候補者の育成をどんどんしていくというステップを踏んでおります。当

然、選ばれた候補者は、人事異動の配置など戦略的に配置するケースもあります。全体の取り

組みを通して、進捗を把握していくというのが大切なのかと思います。 

 女性管理職比率は2010年度が2.8％、2013年度が4.5％から、昨年の７月現在で16.9％となり、

2020年度末には30％を目標に今、取り組んでおります。人数では現在、執行役員が女性３名、

部店長が13名で、両者を含めた女性管理職は320名になりました。 

 意識調査のアンケートもとっておりまして、例えばある地区のアンケートでは、ロールモデ

ルがいないとか、何をすればいいのかわからないという社員もまだ多く、結果的に管理職が背

中を押すかどうか、ここがキーかなと思います。管理職の役割というか管理職の力、これが非

常に大事かなと思っています。 

 

Ⅳ－３ 全社員の働き方改革 ～ワークスタイルイノベーション～ 

 さて、ダイバーシティ推進の３つ目の取り組みとして、弊社は2015年から、男女ともに全社

員の働き方改革を推進しております。社内では「ワークスタイルイノベーション」と言ってお

りますが、多様な働き方を推進するとともに、さらに管理職の意識を改革していこうという流

れで進めております。 

 

（１）ポイント 

 全社員の働き方改革で幾つかポイント

がありますが、まずトップダウンで常識を

打ち破る、トップダウンが非常に大切かと

思います。 

 ２つ目は、本社と現場の役割をきちっと

明確にして、本社はルールの廃止や抜本的

な仕事の見直し、いわゆる「改革」と呼ん

でいますけれども、改革をやる。 

３つ目に、現場は「カイゼン」をしてい

くということで、改革とカイゼンを両軸で

進めていく。そのベースになるのは、この仕事はやらなくていいんじゃないのというゼロベー

スで仕事を棚卸ししていく。ゼロベースの仕事の棚卸しをやって、業務量を削減していこうと

いう流れで進めております。 

 

・2019年度重点課題 

 ちなみに、今年度は３つの重点課題を設けています。１つは、引き続き「働きがい・生産性

の向上」です。以前に比べ大分働きやすくなったのではないかと思いますが、まだまだ「働き

がい」という点では、各職場の一人ひとりの社員がどう感じているのか、現場の問題になって

きていると思うので、現場の管理職、リーダーが制度も活用しながらどのように職場の改善に
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努めているのかというところが一番のキーかと思います。 

 ２つ目は、長時間労働の撲滅ということで、自律的でメリハリのある働き方を実現するとい

うことです。ゼロベースで仕事の棚卸しをしながら、改革とカイゼンを繰り返し、引き続き長

時間労働をなくしていくことです。 

 ３つ目は、法律により年５日の年次有給休暇の取得が義務化されましたが、弊社はこの５日

を法定休暇と言っており、全社員の「法定休暇取得」はマストの課題です。 

 

（２）スタートは社員の健康から 

 ここまで私の話を聞いて頂くと、格好

いいことを言っているみたいですけれど

も、私どもの働き方改革はそもそも何か

ら始まったのかと考えてみると、実は社

員の健康なんです。残業が多い会社は、お

客様にも安心・安全・健康を提供できるの

か、まず社員の健康だろうということで、

社員の心と身体の健康を確保するために

も働き方改革をやらなければいけないと

いうのが実はスタートでございます。で

すから、そんな格好いい話でも全くなくて、残業体質からの脱却、それよりももっと深い社員

の健康のこと、ここをきちんと押さえていかなければいけないというのが、実は弊社の働き方

改革のスタートだと思っております。 

 

（３）多様な働き方の推進 

 ① テレワーク 

 今現在、やっていることをご紹介します

と、これもまだまだと思いますけれども、

１つは「テレワーク」てす。職場から離れ

たところで働くということは、在宅やサテ

ライト、モバイルなど色々な種類がありま

す。全社員を対象に、社員からスタッフま

で区分なく適用しております。それから、

育児や介護がある場合やない場合など、そ

ういう要件も全くありません。そして、１

カ月何回までという上限も全部取り払い

ました。日常の運用はリーダー職に任せるということで、１カ月の上限回数も撤廃しておりま

す。あと、午前だけとか午後だけという一部利用もできるということで、テレワークの利用者

は、２年前は1,500名ぐらいでしたが、２年間で倍の3,000名近くに増えています。 
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 ② シフト勤務 

 「シフト勤務」については、これも全職場で個人別に労働日単位、個人個人でやってもらっ

て構わないというシフト勤務がございます。実は、私も父の介護があって、ケアマネジャーさ

んとの打ち合わせを定期的に午前中にやることがありますが、例えば午前の半日を休まなくて

も11時ぐらいから出勤するという勤務ができます。そうすると、８時間のときは、９時～５時

ではなくて11時～７時というシフト勤務ができます。シフト勤務は９パターンあり、一番遅い

就業開始は13時からです。自分で自由に形態、パターンが決められるということで、シフト勤

務も約3,000名の社員が利用しています。 

 

 ③ ムードアップ施策 

 働き方改革では、トップダウンはもちろ

ん重要ですが、社員自身が納得して進めて

いかければいけないということで、「ムード

アップ」、全社運動も非常に大切です。 

 １つ目は教え合い学び合いで、色々な職

場のいい取り組みをコンテストで表彰する

制度をつくりました。「Ｊｉ－Ｔａｎフェス

2018」というものです。 

 ２つ目は、本当のところがわからないと

困るなということで、働き方を見直すため

のガイドブックをいろんな情報提供の意味でつくりました。 

 ３つ目は、具体的に何時に帰るとか、退社時間をみんなで共有するという見える化をするツ

ールをマグネットでつくりました。こういうところが社内のムードアップ施策です。 

 

（４）テレワークの活用事例 

 テレワークの活用事例については、色々

な組み合わせができるかと思います。実際

の事例として、シフト勤務は早くスタート

することもできますから、朝８時からシフ

ト勤務をして、家でテレワーク、在宅勤務

をし、パソコンは１人１台貸与されている

ので、その後はパソコンを持ちながら移動

中にメールを送受信する、すき間時間でま

た資料を作成するという、こんな使い方も

あります。 

 女性社員ですと、お子様が急に体調不良になった場合、保育所や幼稚園から呼び出しがある

ケースもあります。そうすると、どうしてもお子さんが優先になりますから、家に帰って、移

動中にモバイルをやりながら、午後は在宅勤務で仕事をするという活用もできます。 
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 追加配備と書いてあるのは、会社には貸与のパソコンが１台ありますが、育児中の社員には、

自宅でも働けるように、パソコンの追加配備が可能です。 

 

（５）残業時間の変化 

 働き方改革で残業は減ったのかということについては、月平均の残業時間の推移を見てみま

すと、裁量労働制の職員は月平均11時間ぐらいの削減、また時間管理者は、月平均大体５時間

ぐらいの削減、２年間でこのように推移しています。 

 

（６）リーダーシップの意識改革 

 トップダウンの方法、リーダーシップの意識改革はどんなふうに行われているのかというと、

実は「道場」という名称の場をつくっています。まずは、部店長道場がありまして、社長が道

場主として部店長に働き方改革やダイバーシティマネジメントの重要性について直接対話をし

ます。これは一方通行ではなくて双方向でやっております。 

 そして、部店長はそれを職場に持って帰り、リーダー職にマネジメント道場という場で、同

じく働き方改革やダイバーシティマネジメントの重要性等々について、自分の言葉で伝えるこ

とで、社長から部店長、部店長からリーダー職、リーダー職から職場の皆さんへと、そのよう

な流れをつくっています。 

 また、育休の例ですけれども、やはり育児休業の場合の管理職の理解というのが非常に大切

でして、育児休業者の受けるフォーラムでは、本人だけでなく、その所属のリーダーである所

属長の同伴を始め、育休への理解が進んできております。 

 男性の育休は義務化されるかどうかなどという話題もありますが、男性の育休の取得推進も

少しずつ進んでおります。上司から部下へ「おめでとうカード」を贈ったりして、男性の育休

取得率も今74.9％、277人ぐらいの男性育休取得者がいるということです。上司と部下がペアで

フォーラムに参加してもらって、そこでお互いに理解を深めていき、かつ、リーダーがマネジ

メント手法を学んでもらうというのがフォーラムの趣旨です。 

 先程、サテライトオフィスのお話をしましたけれども、まだ一部の地域ですけれども、各職

場のほかに、新橋、日本橋、名古屋、それから大宮にもサテライトをつくっております。本社

に出張してきた社員、あるいは地域に出張したときに、その地域の職場に入るのがなかなか難

しい場合、こういうサテライトがあると、すきま時間でいろんな仕事ができるということで、

さらに有効に活用してもらいたいと思っています。 

 

（７）働く目的（意味） 

 働き方改革が叫ばれて２年経ちました。法律もでき、今は働き方改革第２章だと思っていま

すが、働き方改革というのは、建物でいいますと２階の部分ではないかなと思います。 

 では１階は何かというと、何のために働いているのかという「働く意味（目的）」ではないか、

それをきちんと押さえておく必要があるのではないかと思います。ただ、今さらながら働く意

味って何なのというと、お金、経済的な理由、生活のために働いているというのは、ごくごく

当たり前の話だと思います。内閣府の調査結果を見ても、半分以上の方がお金のためだと回答
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されています。 

 ただ、それ以外に何かないのか

ということを、考えてみる必要は

あるのではないでしょうか。なぜ

かというと、冒頭にご説明した「人

生100年時代」や「ＶＵＣＡの時代」

で変化が激しくなります。ぶれて

はいけないので、自分というもの

をきちんと持たなければいけな

い。「ブレない自分づくり」のため

に、今一度「働く意味（目的）」を

考えることが必要だと感じています。そのような思いで、この資料を作りました。 

 

（８）ワーク・ライフ・スタディー 

 働き方改革が進むと、創出された時間に何をするか、何ができるかという話になってきます。

職場の仲間との懇親もいいと思いますが、一方で少し「学ぶ」ことも考えたいですね。 

 まずは、学び直したいという人がどのぐらいいるのか、学ぶ動機は何なのか、学ぶ手段は何

なのかというのを整理してみました。学び直したいという人はかなり多い。動機も、長く働く

ためにがトップ。それから学び直す手段も、資格取得や大学院に行くなどという人も結構多く

なってきており、弊社の中でもかなり増えてきています。 

 一方で、学ぶというのは苦しい

一面があるので、少し考え方を変

えてみたらと思います。自分らし

くあるための手段になる、自分の

タイミングでいいよね、そして自

由に豊かに楽しめればいいなど、

そんな気持ちで学ぼうよと呼び

かけています。今までが「ワーク・

ワーク」社員であれば、これから

は「ワーク・ライフ」社員、それ

に学び＝スタディーを加えて「ワ

ーク・ライフ・スタディー」の人

生を歩んでいく必要があるのではないかと思っております。 

 そして、私の考えですが、学びには２つあると思います。１つは「自分で学ぶ」というもの。

もう１つは、社内の人たちとのつきあいは結構盛んでも、社外の方とつきあう回数は少ない。

社外とのチャンスを自分でつくりに行く、一生の友達もそこでできる。事実、私がそれを経験

していますが、学びながら生き方も教えてもらい、自分も変わるよという話をよくしておりま

す。 
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 学ぶというのは、「自ら学ぶ」ということ

と、人と触れ合う、人に磨いてもらうとい

う、「社内、社外での交流」であり、働き方

改革で創出された時間をそういうところに

使っていく。働くときは働いてもらわなけ

れば困りますが、人生１回限りです。「働き

方改革」から「生き方改革」に焦点を変え

ていく時期に来ているのではないかと、思

っております。 

 

Ⅳ－４ まとめ 

（１）働き方改革実行計画 

 全体的なまとめを少しずつさせていただきます。２年前の平成29年３月28日に日本の働き方

が変わると言われ、働き方改革実現会議で決定された「働き方実行計画（概要）」の P.23 をご

覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左側の３つ「処遇の改善」、「制約の克服」、そして「キャリア構築」は、いずれも働く人の視

点から見た課題です。「キャリアの構築」というのは、意外と忘れられているのかなと思いご紹

介しました。 

 中央の列は、「非正規雇用の処遇改善」から、最後９番目の「高齢者の就業促進」まで９つあ

ります。これは、私なりの解釈ですが、経営課題ではないかと思います。 

 左側は労働者から見た労働者視点での３つの課題、中央は経営者から見た９つの経営課題、

既にお取り組みのことばかりかと存じますが、この１枚で、経営的な視点で、今の働き方改革

の進捗をチェックしていただくこともできるかと思います。 

（出典：「働き方改革実行計画（概要）」2017.3.28 働き方改革実現会議決定） 
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（２）働き方改革の目的、手法、対象 

 働き方改革を私なりにまとめますと、まず、働き方改革の目的はそもそも何でしょう。残業

時間の圧縮や残業時間を減らして早く帰ろうということは、よく言われる話で、安易な残業依

存体質からの脱却は必要なことですが、もう少しレベルを上げれば、時間意識の高い働き方を

実現していこう、時間は有効な経営資源ということ、これはある意味働き方改革のベースの部

分ではないかいと思います。これは狭義の働き方改革ではないかと思います。 

 しかし、働き方改革をもう少し広く、広義で捉えると、多様な人材が活躍できる環境づくり、

誰もがいきいきと働ける職場づくり、そういうものを目指してダイバーシティを実現していく

ことではないかと思っております。 

 ２つ目は手法ですけれども、これは一言で言うと「見直し」ではないか。仕事の見直し、仕

事の仕方の見直し、それからマネジメントの仕方の見直し、そういう見直しをすることが働き

方改革の手法なのではないかと思います。 

 ３つ目は、残業が少ない職場はやらなくていいという話ではなくて、残業の有無を問わず、

全ての職場で働き方改革を推進していくことがキーではないかと思います。 

 先ほどからきっかけと申し上げていますけれども、弊社の場合、社員の健康はこれで大丈夫

かというところから働き方改革が始まりました。皆さま方にもきっかけが多分あると思います。

例えば、東京の某ＩＴ系の会社は合併がきっかけになって、働き方改革を経営トップが断行す

るところからスタートしています。それから、企業の何周年記念、要は節目の50周年とか100周

年というところで働き方改革の旗振りを始めた企業もあります。何かきっかけがある。あるい

は、もう少し言うと、きっかけを作っていくというのが、働き方改革がうまくいくコツなので

は感じています。 

 

（３）働き方改革の実現に向けて 

 つまり、働き方改革を実現するためには、１つ目はトップからの持続的なコミットメントが

必要ですが、これは往々にして経営層だけのコミットメントになってしまいます。現場のマネ

ジメント、マネジャー、リーダー、ここまで落として、きちんと職場の中で長が継続的にコミ

ットメントしていかないと、なかなか現場は動かず、定着しません。弊社もまだまだ職場によ

っては、動きが不十分なところがあるのではないかと感じています。 

 ２つ目は、当たり前ですが、全社運動で展開していくことが必要だと思います。これは社員

視点で申し上げますけれども、社員は納得しないと動きません。目的は何なのか、大義は何な

のか、本音で対話しながら、全社運動を展開していくということが２つ目のコツかと思います。 

 ３つ目は、見ていると、職場によって温度差が出てきます。うまくいっているところの成功

体験、成功例を共有しながら、小さなものでもいいから積み重ねていき、全社で共有していく

という流れをつくる、横展開をしていくということが必要かと思います。 

 最後に、先程申し上げましたけれども、働くことはすばらしいことですが、ワーク・ワーク

だけではなくて、ワーク・ワークからライフも入れた「ワーク・ライフ」へ、社員一人ひとり

が生き方を変えていける、そういう自律的な社員をつくっていくことが必要かと思います。 
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おわりに、これは先ほどの、これま

でとこれからということで、もう一

度弊社の「Diversity ＆ Inclusion」

の画面をご覧ください。 

 「多様な人材」そして「多様な環境」

をつくっていこうという２つの柱。 

「多様な人材」は女性からＬＧＢＴ

の５つの柱、「多様な環境」は両立支

援とワークスタイルイノベーション

という２つの取り組み。これらを掛

け算で進めていくことです。 

ここが弊社の特徴的なところではないかと思っています。ですから、両立支援だけやってい

ればいいとか、働き方改革をやればいいとか、女性活躍だけでいいではなくて、ダイバーシテ

ィ全体で捉えた取り組みを展開していくこと、これがまさに真の「Diversity ＆ Inclusion」

の実現につながるという考え方です。 

 グローバル人材や障害者支援やＬＧＢＴ支援については、お手元の資料および弊社のホーム

ページの中の「ダイバーシティブック」を後ほどご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、ご参考になったかどうかわかりませんが、私見も含めてお話しさせていただきました。

本日は大変貴重な機会を頂き、また最後までご清聴を賜り誠にありがとうございました。 

心よりお礼を申し上げて、結びに代えさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

Ⅴ おわりに 
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